
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 

（
住　

宅　

課
）　

　

一

 
告

示

〇
公
印
の
廃
止 

（
私
学
文
書
課
）　

　

五

〇
公
印
の
新
調 

（　
　

同　
　

）　

　

八

〇
公
印
の
改
刻 

（　
　

同　
　

）　

一
〇

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
） 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

一
〇

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（　
　

同　
　

）　

一
一

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定 

（
医
療
整
備
課
）　

一
一

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
一

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
〇
五
四
号
中 

一
一

 
規

則

　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
八
号

　
　
　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
一
年
政

令
第
二
十
四
号
）
及
び
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令

第
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
二
条　

省
令
第
二
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
縮
尺
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
縮
尺
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

配
置
図　

百
分
の
一
か
ら
千
分
の
一
ま
で

　

二　

各
階
平
面
図　

五
十
分
の
一
か
ら
四
百
分
の
一
ま
で

　

三　

二
面
以
上
の
立
面
図　

五
十
分
の
一
か
ら
四
百
分
の
一
ま
で

　

四　

断
面
図
又
は
矩
形
図　

五
十
分
の
一
か
ら
二
百
分
の
一
ま
で

　

五　

基
礎
伏
図　

五
十
分
の
一
か
ら
四
百
分
の
一
ま
で

　

六　

各
階
床
伏
図　

五
十
分
の
一
か
ら
四
百
分
の
一
ま
で

　

七　

小
屋
伏
図　

五
十
分
の
一
か
ら
四
百
分
の
一
ま
で

　

八　

各
部
詳
細
図　

十
分
の
一
か
ら
百
分
の
一
ま
で

２　

省
令
第
二
条
の
添
付
図
書
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
四
番
の
大
き
さ
に
折
り
畳
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
三
条　

省
令
第
八
条
の
添
付
図
書
に
は
、
変
更
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
変
更
前
及
び
変
更
後
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

（
譲
受
人
を
決
定
し
た
場
合
に
お
け
る
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
四
条　

省
令
第
十
一
条
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
譲
受
人
が
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ
く
建
築
に
係

る
住
宅
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
認
定
の
申
請
等
の
取
下
げ
の
届
出
）

第
五
条　

法
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
法
第
八
条
第
一
項
及
び
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申

請
を
し
た
者
が
認
定
を
受
け
る
前
に
そ
の
認
定
の
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、認
定
申
請
取
下
げ
届（
様

式
第
一
号
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
を
し
た
者
が
承
認
を
受
け
る
前
に
そ
の
承
認
の
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
取
下
げ
届
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
計
画
の
認
定
後
の
報
告
）

第
六
条　

認
定
計
画
実
施
者
は
、
住
宅
の
工
事
が
完
了
し
た
場
合
は
、
工
事
完
了
報
告
書
（
様
式
第
三
号
）
に
、
認
定

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ
き
当
該
住
宅
の
建
築
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
た
内
容
の
書
類
を
添

え
て
、
そ
の
旨
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（1）　 平成21年６月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2062号　　 
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２　

認
定
計
画
実
施
者
は
、
知
事
が
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
求
め
た
場
合
（
前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除

く
。）
は
、
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
建
築
及
び
維
持
保
全
の
状
況
報
告
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
知
事
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
住
宅
の
建
築
又
は
維
持
保
全
を
取
り
や
め
る
旨
の
申
出
）

第
七
条　

認
定
計
画
実
施
者
は
、法
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
取
り
や
め
る
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
は
、

認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ
く
住
宅
の
建
築
又
は
維
持
保
全
を
取
り
や
め
る
旨
の
申
出
書
（
様
式
第
五

号
）
に
当
該
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
係
る
認
定
の
通
知
書
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

第2062号　平成21年６月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）
様
式
第
１
号
（
第
５
条
関
係
）

認
　定
　申
　請
　取
　下
　げ
　届

 
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
 

届
出
者
の
住
所
又
は
主
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
下
記
の
（
変
更
）
認
定
申
請
書
を
取
り
下
げ
た
い
の
で
，
届
け
出
ま
す
。

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
変
更
）
認
定
申
請
年
月
日

建
築
し
よ
う
と
す
る
住
宅
の
位
置

取
下

げ
の

理
由

備
考

※
決
　
裁
　
欄

※
受
　
付
　
欄

 
年
　
　
月
　
　
日

 
第
　
　
　
　
　
号

　
係
　
員
　
印

（
注
意
）

１
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
代
表
者
の
氏
名
を
自
署
で
行
う
場
合
）
に
お
い

て
は
，
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。



（3）　 平成21年６月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2062号　　 
様
式
第
３
号
（
第
６
条
関
係
）

工
　事
　完
　了
　報
　告
　書

 
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
 

認
定
計
画
実
施
者
の
住
所
又
は
主
た
る
　
　
　
　
　
　
　

 
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
下
記
の
と
お
り
住
宅
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
の
で
，
報
告
し
ま
す
。

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
第
 

号
認
定
年
月
日
及
び
番
号

認
定
に
係
る
住
宅
の
位
置

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

工
事
完
了

年
月
日

　
（
　
　
）
級
建
築
士
　
（
　
　
　
　
　
）
登
録
第
　
　
　
　
　
　
号

　
住
　
所

　
氏
　
名
 

印
　

　
（
　
　
）
級
建
築
士
事
務
所
　
（
　
　
　
　
）
知
事
登
録
第
　
　
号
　

　
所
在
地

　
名
　
称

認
定
長
期
優
良
住
宅
建

築
等
計
画
に
基
づ
き
住

宅
の
建
築
が
行
わ
れ
た

こ
と
を
確
認
し
た
建
築

士
等
　
　
　
　
　
　
　

備
考

※
決
　
裁
　
欄

※
受
　
付
　
欄

 
年
　
　
月
　
　
日

 
第
　
　
　
　
　
号

　
係
　
員
　
印

（
注
意
）

１
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
代
表
者
の
氏
名
を
自
署
で
行
う
場
合
）
に
お
い

て
は
，
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ
き
住
宅
の
建
築
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
，
建
築
士
等
が
確

認
し
た
内
容
の
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

様
式
第
２
号
（
第
５
条
関
係
）

承
　認
　申
　請
　取
　下
　げ
　届

 
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
 

認
定
計
画
実
施
者
の
住
所
又
は
主
た
る
　
　
　
　
　
　
　

 
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
下
記
の
承
認
申
請
書
を
取
り
下
げ
た
い
の
で
，
届
け
出
ま
す
。

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

承
認
申
請
年
月
日

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
第
 

号
認
定
年
月
日
及
び
番
号

認
定
に
係
る
住
宅
の
位
置

取
下

げ
の

理
由

備
考

※
決
　
裁
　
欄

※
受
　
付
　
欄

 
年
　
　
月
　
　
日

 
第
　
　
　
　
　
号

　
係
　
員
　
印

（
注
意
）

１
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
代
表
者
の
氏
名
を
自
署
で
行
う
場
合
）
に
お
い

て
は
，
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。



第2062号　平成21年６月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）
様
式
第
４
号
（
第
６
条
関
係
）認
定
長
期
優
良
住
宅
の
建
築
及
び
維
持
保
全
の
状
況
報
告
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
 

認
定
計
画
実
施
者
の
住
所
又
は
主
た
る
　
　
　
　
　
　
　

 
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
12条
の
規
定
に
よ
り
知
事
か
ら
報
告
の
求
め
の
あ
っ
た
認

定
長
期
優
良
住
宅
の
建
築
及
び
維
持
保
全
の
状
況
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
第
 

号
認
定
年
月
日
及
び
番
号

認
定
に
係
る
住
宅
の
位
置

報
告

内
容

※
決
　
裁
　
欄

※
受
　
付
　
欄

 
年
　
　
月
　
　
日

 
第
　
　
　
　
　
号

　
係
　
員
　
印

（
注
意
）

１
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
代
表
者
の
氏
名
を
自
署
で
行
う
場
合
）
に
お
い

て
は
，
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

様
式
第
５
号
（
第
７
条
関
係
）

認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ
く
住
宅
の
建
築
又
は
維
持
保
全
を
取
り
や
め
る
旨
の
申
出
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
 

認
定
計
画
実
施
者
の
住
所
又
は
主
た
る
　
　
　
　
　
　
　

 
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ
く
住
宅
の
建
築
又
は
維
持
保
全
を
取
り
や
め
た
い
の
で
，
長
期
優

良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
14条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
，下
記
の
と
お
り
申
し
出
ま
す
。

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
第
 

号
認
定
年
月
日
及
び
番
号

認
定
に
係
る
住
宅
の
位
置

取
り
や
め

る
理
由

備
考

※
決
　
裁
　
欄

※
受
　
付
　
欄

 
年
　
　
月
　
　
日

 
第
　
　
　
　
　
号

　
係
　
員
　
印

（
注
意
）

１
　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
代
表
者
の
氏
名
を
自
署
で
行
う
場
合
）
に
お
い

て
は
，
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
認
定
通
知
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。



 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
八
号

　

次
の
と
お
り
公
印
を
廃
止
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

 

（5）　 平成21年６月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2062号　　 

名　

称

宮
城
県
知
事

印　

農
業
短

期
大
学
証
明

用宮
城
県
知
事

職
務
代
理
者

印　

農
業
短

期
大
学
証
明

用宮
城
県
大
崎

県
税
事
務
所

長
之
印

種　
　

類

知

事

印

知

事

職

務

代

理

者

印

地

方

機

関

長

印

用　
　

途

農

業

短

期

大
学
証
明
用

農

業

短

期

大
学
証
明
用

一
般
文
書
用

印　
　
　
　
　
　

影

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

宮
城
県
栗
原

県
税
事
務
所

長
之
印

宮
城
県
登
米

県
税
事
務
所

長
之
印

宮
城
県
石
巻

県
税
事
務
所

長
之
印

宮
城
県
消
費

生
活
セ
ン
タ 

ー
所
長
之
印

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日



 

 

第2062号　平成21年６月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

宮
城
大
学
長

印宮
城
大
学
長

印宮
城
大
学
長

印　

食
産
業

学
部
用

宮
城
大
学
長

印　

食
産
業

学
部
用

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

宮
城
県
視
覚

障
害
者
情
報

セ
ン
タ
ー
所

長
之
印

宮
城
県
農
業

実
践
大
学
校

長
之
印

宮
城
県
農
業

実
践
大
学
校

長
印　

農
産

学
部
用

宮
城
県
農
業

実
践
大
学
校

長
印　

畜
産

学
部
用

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日



 

 

（7）　 平成21年６月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2062号　　 

宮
城
県
大
崎

県
税
事
務
所

長
印　

納
税

証
明
用

宮
城
県
栗
原

県
税
事
務
所

長
印　

納
税

証
明
用

宮
城
県
登
米

県
税
事
務
所

長
印　

納
税

証
明
用

宮
城
県
石
巻

県
税
事
務
所

長
印　

納
税

証
明
用

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

納
税
証
明
用

納
税
証
明
用

納
税
証
明
用

納
税
証
明
用

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

宮
城
大
学
長

印宮
城
大
学
出

　
　
　
　
　

納
員
之
印

宮
城
大
学
出

納
員
之
印　

食
産
業
学
部

用宮
城
県
大
崎

県
税
事
務
所

現
金
取
扱
員

之
印

地

方

機

関

長

印

出

納

員

印

出

納

員

印

現

金

取

扱

員

印

卒
業
証
書
・

学

位

記

用

地
方
機
関
用

地
方
機
関
用

地
方
機
関
用

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日



 

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
九
号

　

次
の
と
お
り
公
印
を
新
調
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

第2062号　平成21年６月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）

宮
城
大
学
現

金
取
扱
員
之

印　

食
産
業

学
部
用

現

金

取

扱

員

印

地
方
機
関
用

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

宮
城
県
栗
原

県
税
事
務
所

現
金
取
扱
員

之
印

宮
城
県
登
米

県
税
事
務
所

現
金
取
扱
員

之
印

宮
城
県
石
巻

県
税
事
務
所

現
金
取
扱
員

之
印

宮
城
大
学
現

金
取
扱
員
之

印

現

金

取

扱

員

印

現

金

取

扱

員

印

現

金

取

扱

員

印

現

金

取

扱

員

印

地
方
機
関
用

地
方
機
関
用

地
方
機
関
用

地
方
機
関
用

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

名　

称

宮
城
県
北
部

県
税
事
務
所

長
之
印

宮
城
県
東
部

県
税
事
務
所

長
之
印

種　
　

類

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

用　
　

途

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

印　
　
　
　
　
　

影

使
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日



 

 

（9）　 平成21年６月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2062号　　 

宮
城
県
農
業

大
学
校
長
之

印宮
城
県
北
部

県
税
事
務
所

長
之
印　

栗

原
地
域
事
務

所
用

宮
城
県
東
部

県
税
事
務
所

長
之
印　

登

米
地
域
事
務

所
用

宮
城
県
農
業

大
学
校
長
印

　

水
田
経
営

学
部
用

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

一
般
文
書
用

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日

宮
城
県
農
業

大
学
校
長
印

　

畜
産
学
部

用宮
城
県
北
部

県
税
事
務
所

長
印　

納
税

証
明
用

宮
城
県
東
部

県
税
事
務
所

長
印　

納
税

証
明
用

宮
城
県
北
部

県
税
事
務
所

長
印　

納
税

証
明
用　

栗

原
地
域
事
務

所
用

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

地

方

機

関

長

印

一
般
文
書
用

納
税
証
明
用

納
税
証
明
用

納
税
証
明
用

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日



 

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
号

　

次
の
と
お
り
公
印
を
改
刻
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

第2062号　平成21年６月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）

宮
城
県
東
部

県
税
事
務
所

登
米
地
域
事

務
所
現
金
取

扱
員
之
印

現

金

取

扱

員

印

地
方
機
関
用

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日

宮
城
県
東
部

県
税
事
務
所

長
印　

納
税

証
明
用　

登

米
地
域
事
務

所
用

宮
城
県
北
部

県
税
事
務
所

現
金
取
扱
員

之
印

宮
城
県
東
部

県
税
事
務
所

現
金
取
扱
員

之
印

宮
城
県
北
部

県
税
事
務
所

栗
原
地
域
事

務
所
現
金
取

扱
員
之
印

地

方

機

関

長 

印 

現

金

取

扱 

員

印

現

金

取

扱

員

印

現

金

取

扱 

員

印

納
税
証
明
用

地
方
機
関
用

地
方
機
関
用 

地
方
機
関
用 

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日

平
成
二
十
一
年

 

四
月
一
日

名　

称

宮
城
県
知
事

印

種　
　

類

知　

事　

印

用　
　

途

一

般

横

書

文

書

用

印　
　
　
　
　
　

影

新旧

使　

用　

の

開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

四
月
一
日



　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ふ
う
ど
ば
ん
く
東
北
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｉ
Ｎ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

川
崎　

豊

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
東
勝
山
一
丁
目
二
十
五
番
一－

一
〇
二
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
十
分
に
栄
養
価
値
が
あ
り
な
が
ら
、
規
格
外
や
余
剰
生
産
、
賞
味

期
限
が
近
い
等
の
理
由
で
食
品
が
大
量
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
社
会
に
は

種
々
な
理
由
で
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
人
々
が
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
食
品
を
無

償
で
提
供
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
点
検
・
整
理
し
生
活
困
窮
者
へ
無
償
で
届
け
る

こ
と
で
、
市
民
一
人
一
人
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

エ
コ
フ
ィ
ー
ド
研
究
会

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

川
向　

和
雄

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
青
津
目
一
番
地
の
一

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
工
場
等
で
発
生
す
る
食
品
残
さ
等
を
活
用
し
た
畜
産
飼
料
（
エ
コ

フ
ィ
ー
ド
）
の
製
造
・
販
売
や
新
製
品
の
開
発
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
資

源
循
環
及
び
地
域
産
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

エ
ー
キ
ュ
ー
ブ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

齋
藤　

文
江

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
泉
区
館
三
丁
目
一
番
の
一
五

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
人
と
動
物
の
絆
を
大
切
に
す
る
精
神
を
基
に
、
双
方
の
福
祉
を
考

え
な
が
ら
「
一
般
市
民
特
に
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
子
ど
も
達
等
に
対
し
て
動
物

を
介
在
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
」「
災
害
時
の
動
物
救
援
等
に
対
応
す
る
こ
と
」「
動

物
愛
護
法
に
基
づ
い
た
適
正
飼
養
の
指
導
・
啓
発
を
行
う
こ
と
」
を
通
し
て
、
人

と
動
物
が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
社
会
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
〇
五
四
号
（
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日
付
け
）
中

（11）　 平成21年６月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2062号　　 

名　
　
　

称

石
巻
赤
十
字
病
院

所　
　

在　
　

地

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
一
番

地

認
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年
五
月
十

五
日

認
定
の
有
効
期
限

平
成
二
十
四
年
五
月
十

四
日

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

七
ヶ
浜
町
吉
田
浜
字
細
田
十
四
番
三
の
一
部
、
二
十
一

番
九
十
七
、
二
十
一
番
百
四
十
一
の
一
部
、
同
字
小
浜
九

番
七
、
九
番
二
十
六
、
九
番
四
十
七
、
九
番
四
十
八
及
び

九
番
四
十
九

　

塩
釜
市
中
の
島
三
番
十
号

 

株
式
会
社
マ
ル
ハ
ラ
ホ
ー
ム　
　



第2062号　平成21年６月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （12）

ペ
ー
ジ

四

段下

行一
二

正

　
　
　
　
　
　
　

誤

寺
崎
は
ね
こ
踊
り
保

存
会

寺
崎
の
は
ね
こ
踊
り

保
存
会


